
◆１０月の有効求人倍率は１.２８倍
◆月間有効求人数は１,２３８人、月間有効求職者数は９６５人

・新規求人数は４１４人と、前月に比べ４．２％の減少となり、前年同月比では１８．７％の減少となり
ました。
・新規求人の主な産業別でみると前年同月比で運輸業が１００．０％、製造業が１０．０％、卸売・小売
業が６．９％増加した一方で、医療・福祉が３９．７％、宿泊業・飲食サービス業が２７．３％、サービ
ス業（他に分類されないもの）が２５．８％、建設業が２３．９％減少しました。なお、生活関連サービ
ス業・娯楽業は前年同月が０人で今年度が5人でした。
・新規求職申込件数は２１６人と、前月に比べ１３．７％の増加となり、前年同月比では８．５％減少し
ました。
・このため、１０月の当所管内における雇用失業情勢は、月間有効求人数１，２３８人に対し、月間有効
求職者数９６５人で、有効求人倍率は、１．２８倍となり、前年同月を0．０６ポイント下回りました。

ハローワーク築館管内の求人・求職者の動向

労働市場の動き（１０月内容）

ハローワークからのお知らせ

○教育訓練休暇給付金について
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離

れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付（基本手当）に相当する

給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。

ご不明な点については当所雇用保険担当（TEL0228-22-2531）までお問い合わせ願います。

詳しくは２～３ページを参照ください。

月号

6年10月 6年11月 6年12月 7年1月 7年2月 7年3月 7年4月 7年5月 7年6月 7年7月 7年8月 7年9月 7年10月

有効求職者 963 949 901 908 966 1,028 1,055 1,088 1,047 974 951 950 965

有効求人数 1,287 1,294 1,354 1,421 1,481 1,462 1,328 1,320 1,270 1,220 1,218 1,281 1,238

求人倍率 1.34 1.36 1.50 1.56 1.53 1.42 1.26 1.21 1.21 1.25 1.28 1.35 1.28

1.10

1.30

1.50

1.70

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200 有効求職者 有効求人数 求人倍率

築館公共職業安定所
栗原市築館薬師２丁目２－１ ＴＥＬ 0228－22－2531

１２

令和7年１２月３日発行



教育訓練休暇給付金の活用事例を紹介しますが、これ以外にも様々な活用方法がございます。

IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、
教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を
活用するケース。

活用例② 

外国企業とコミュニケーションが必要となる部署への異動を
希望し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、
その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース。

活用例①

活用例

従業員の教育訓練や資格取得
　を応援する事業主の皆さまへ

スキルアップやリ・スキリングに
　　取り組もうとする皆さまへ

教育訓練
休暇給付金
って？
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため
自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
休暇期間中の生活費を保障する制度です。
※雇用保険の一般被保険者

※

GTYAV
テキスト ボックス
LL070909保01




給付日数・支給額のイメージ

詳しくは「教育訓練休暇給付金のご案内」（パンフレット）
及び厚生労働省ホームページを御確認いただき、
ご不明な点はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

給付金を受けるのは労働者本人ですが、必要書類をハローワークに提出するなど

手続に関して事業主の皆さまのご対応が必要です。
事業主の皆さまへ

お 願 い
解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。
なお、解雇等を予定している労働者について、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象になります。注意

主な支給要件

2

 休暇開始前に５年以上
雇用保険に加入していた

期間があること

「教育訓練休暇給付金」の概要

雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。
給付日額は、原則休暇開始前６か月の賃金日額に応じて算定されます（失業給付の算定方法と同じです）。

支給額のイメージ

額面月収

350,000円

給付月額

約195,000円

給付日数

加入期間

所定給付日数

５年以上10年未満 10年以上２0年未満 ２0年以上

９０日 120日 150日

・教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に
    基づく給付金を受給できません（ただし、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません）。
・別途詳細な条件がございます。

注意

1
休暇開始前

２年間に12か月以上
の被保険者期間
があること

※原則 11日以上の勤務実態がある月

※

※以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。　「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇

次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校
   又は各種学校が提供する教育訓練等
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
  （司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等）

３

就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇１
労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し,
事業主の承認を得て取得する30日以上連続した無給の休暇２

3

支給対象の要件を
満たす無給の休暇を
取得していること

教育訓練休暇給付金



資格喪失者数

月末現在被保険者数

前月比（％）

13.7

3.3

（パートタイムを含む）

前年同月比（％）

1.6

▲ 8.5

26.1

0.2

5.1

▲ 0.0 ▲ 2.3

189 ▲ 2.6 ▲ 5.5

16,105

当　月

145
求
職
関
係

新規求職者数 216

有効求職者数 965

602

うち４５歳以上

被保険者関係

項　　　　目

資格取得者数

一般職業紹介状況

項　　目

求
人
関
係

新規求人数

うち常用

有効求人数

うち４５歳以上

▲ 18.7

174

▲ 0.2

▲ 2.8

▲ 17.7

▲ 3.81,238 ▲ 3.4

0.0 ▲ 8.9

うち常用

414 ▲ 4.2

395 ▲ 6.8

1,198 ▲ 3.9

72.7

▲ 9.5

152

1.1190

前月比（％） 前年同月比（％）

▲ 6.7

当　　月

うち常用

うち常用 63

▲ 14.1

▲ 5.6

▲ 11.3 ▲ 8.7

67

雇用保険適用状況

紹介件数

就職件数

紹　介

関　係

就　職

関　係

雇用の動き（１０月内容）

１０月 １１月 １２月
７年１

月
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

取得者数 188 160 167 123 135 130 272 323 201 164 142 110 190

喪失者数 200 153 136 187 138 174 487 197 160 173 142 194 189

月末現在被保険者数 16,488 16,494 16,511 16,445 16,435 16,369 16,163 16,242 16,267 16,237 16,214 16,110 16,105
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